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平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
告
示
第
五
百
七
十
九
号
（
ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
第
百
八
条
第
九
号
の
規
定
に
基
づ
く
金
属
管
、
金
属
可
と
う
管
、
両
端
に
迅

速
継
手
の
付
い
た
ゴ
ム
管
及
び
強
化
ガ
ス
ホ
ー
ス
の
規
格
並
び
に
燃
焼
器
と
ガ
ス
栓
と
の
接
続
方
法
）
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

新
旧
対
照
条
文

○
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
告
示
第
五
百
七
十
九
号
（
ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
第
百
八
条
第
九
号
の
規
定
に
基
づ
く
金
属
管
、
金
属
可
と
う
管
、
両
端
に
迅
速
継

手
の
付
い
た
ゴ
ム
管
及
び
強
化
ガ
ス
ホ
ー
ス
の
規
格
並
び
に
燃
焼
器
と
ガ
ス
栓
と
の
接
続
方
法
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

現

行

平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
告
示
第
五
百
七
十
九
号
（
ガ
ス
事
業
法
施

平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
告
示
第
五
百
七
十
九
号
（
ガ
ス
事
業
法
施

行
規
則
第
百
八
条
第
九
号
の
規
定
に
基
づ
く
金
属
管
、
金
属
可
と
う

行
規
則
第
百
八
条
第
九
号
の
規
定
に
基
づ
く
金
属
管
、
金
属
可
と
う

管
、
両
端
に
迅
速
継
手
の
付
い
た
ゴ
ム
管
、
ガ
ス
コ
ー
ド
及
び
強
化

管
、
両
端
に
迅
速
継
手
の
付
い
た
ゴ
ム
管
及
び
強
化
ガ
ス
ホ
ー
ス
の

ガ
ス
ホ
ー
ス
の
規
格
並
び
に
燃
焼
器
と
ガ
ス
栓
と
の
接
続
方
法
）

規
格
並
び
に
燃
焼
器
と
ガ
ス
栓
と
の
接
続
方
法
）

第
一
条

ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
七

第
一
条

ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
七

号
）
第
百
八
条
第
九
号
に
規
定
す
る
金
属
管
、
金
属
可
と
う
管
、
両
端
に
迅

号
）
第
百
八
条
第
九
号
に
規
定
す
る
金
属
管
、
金
属
可
と
う
管
、
両
端
に
迅

速
継
手
の
付
い
た
ゴ
ム
管
、
ガ
ス
コ
ー
ド
及
び
強
化
ガ
ス
ホ
ー
ス
の
規
格
は

速
継
手
の
付
い
た
ゴ
ム
管
及
び
強
化
ガ
ス
ホ
ー
ス
の
規
格
は
、
次
の
と
お
り

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

と
す
る
。

一

金
属
管
の
材
料
及
び
構
造

一

金
属
管
の
材
料
及
び
構
造

イ

材
料
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

イ

材
料
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

。

。

日
本
工
業
規
格
Ｂ
二
三
一
一
（
二
〇
〇
九
）
「
一
般
配
管
用
鋼
製

日
本
工
業
規
格
Ｂ
二
三
一
一
（
一
九
九
七
）
「
一
般
配
管
用
鋼
製

(1)

(1)

突
合
せ
溶
接
式
管
継
手
」

突
合
せ
溶
接
式
管
継
手
」

日
本
工
業
規
格
Ｂ
二
三
一
二
（
二
〇
〇
九
）
「
配
管
用
鋼
製
突
合

日
本
工
業
規
格
Ｂ
二
三
一
二
（
一
九
九
七
）
「
配
管
用
鋼
製
突
合

(2)

(2)

せ
溶
接
式
管
継
手
」

せ
溶
接
式
管
継
手
」

日
本
工
業
規
格
Ｂ
二
三
一
三
（
二
〇
〇
九
）
「
配
管
用
鋼
板
製
突

日
本
工
業
規
格
Ｂ
二
三
一
三
（
一
九
九
七
）
「
配
管
用
鋼
板
製
突

(3)

(3)

合
せ
溶
接
式
管
継
手
」

合
せ
溶
接
式
管
継
手
」

（
略
）

（
略
）

(4)

(4)

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
一
（
二
〇
一
〇
）
「
一
般
構
造
用
圧
延

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
一
（
一
九
九
五
）
「
一
般
構
造
用
圧
延

(5)

(5)
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鋼
材
」

鋼
材
」

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
三
（
二
〇
〇
七
）
「
ボ
イ
ラ
及
び
圧
力

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
三
（
一
九
八
七
）
「
ボ
イ
ラ
及
び
圧
力

(6)

(6)

容
器
用
炭
素
鋼
及
び
モ
リ
ブ
デ
ン
鋼
鋼
板
」

容
器
用
炭
素
鋼
及
び
モ
リ
ブ
デ
ン
鋼
鋼
板
」

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
六
（
二
〇
〇
八
）
「
溶
接
構
造
用
圧
延

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
六
（
一
九
九
九
）
「
溶
接
構
造
用
圧
延

(7)

(7)

鋼
材
」

鋼
材
」

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
一
四
（
二
〇
〇
八
）
「
溶
接
構
造
用
耐
候

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
一
四
（
一
九
九
八
）
「
溶
接
構
造
用
耐
候

(8)

(8)

性
熱
間
圧
延
鋼
材
」

性
熱
間
圧
延
鋼
材
」

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
一
五
（
二
〇
一
〇
）
「
圧
力
容
器
用
鋼
板

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
一
五
（
一
九
九
〇
）
「
圧
力
容
器
用
鋼
板

(9)

(9)

」

」

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
一
八
（
二
〇
一
〇
）
「
中
・
常
温
圧
力
容

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
一
八
（
二
〇
〇
〇
）
「
中
・
常
温
圧
力
容

(10)

(10)

器
用
炭
素
鋼
鋼
板
」

器
用
炭
素
鋼
鋼
板
」

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
二
六
（
二
〇
〇
九
）
「
低
温
圧
力
容
器
用

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
二
六
（
一
九
九
〇
）
「
低
温
圧
力
容
器
用

(11)

(11)

炭
素
鋼
鋼
板
」

炭
素
鋼
鋼
板
」

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
三
一
（
二
〇
一
〇
）
「
熱
間
圧
延
軟
鋼
板

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
三
一
（
一
九
九
六
）
「
熱
間
圧
延
軟
鋼
板

(12)

(12)

及
び
鋼
帯
」

及
び
鋼
帯
」

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
二
〇
一
（
二
〇
〇
八
）
「
炭
素
鋼
鍛
鋼
品
」

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
二
〇
一
（
一
九
八
八
）
「
炭
素
鋼
鍛
鋼
品
」

(13)

(13)

・

（
略
）

・

（
略
）

(14)

(15)

(14)

(15)

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
五
二
（
二
〇
一
〇
）
「
配
管
用
炭
素
鋼
鋼

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
五
二
（
一
九
九
七
）
「
配
管
用
炭
素
鋼
鋼

(16)

(16)

管
」

管
」

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
五
四
（
二
〇
〇
七
）
「
圧
力
配
管
用
炭
素

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
五
四
（
一
九
八
八
）
「
圧
力
配
管
用
炭
素

(17)

(17)

鋼
鋼
管
」

鋼
鋼
管
」

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
五
五
（
二
〇
〇
五
）
「
高
圧
配
管
用
炭
素

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
五
五
（
一
九
八
八
）
「
高
圧
配
管
用
炭
素

(18)

(18)

鋼
鋼
管
」

鋼
鋼
管
」

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
五
六
（
二
〇
一
〇
）
「
高
温
配
管
用
炭
素

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
五
六
（
一
九
八
八
）
「
高
温
配
管
用
炭
素

(19)

(19)

鋼
鋼
管
」

鋼
鋼
管
」

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
五
七
（
二
〇
〇
五
）
「
配
管
用
ア
ー
ク
溶

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
五
七
（
一
九
八
八
）
「
配
管
用
ア
ー
ク
溶

(20)

(20)

接
炭
素
鋼
鋼
管
」

接
炭
素
鋼
鋼
管
」

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
五
八
（
二
〇
〇
五
）
「
配
管
用
合
金
鋼
鋼

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
五
八
（
一
九
八
八
）
「
配
管
用
合
金
鋼
鋼

(21)

(21)
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管
」

管
」

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
五
九
（
二
〇
〇
四
）
「
配
管
用
ス
テ
ン
レ

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
五
九
（
一
九
九
七
）
「
配
管
用
ス
テ
ン
レ

(22)

(22)

ス
鋼
鋼
管
」

ス
鋼
管
」

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
六
〇
（
二
〇
〇
六
）
「
低
温
配
管
用
鋼
管

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
六
〇
（
一
九
八
八
）
「
低
温
配
管
用
鋼
管

(23)

(23)

」

」

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
六
一
（
二
〇
〇
五
）
「
ボ
イ
ラ
・
熱
交
換

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
六
一
（
一
九
八
八
）
「
ボ
イ
ラ
・
熱
交
換

(24)

(24)

器
用
炭
素
鋼
鋼
管
」

器
用
炭
素
鋼
鋼
管
」

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
六
二
（
二
〇
〇
九
）
「
ボ
イ
ラ
・
熱
交
換

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
六
二
（
一
九
八
八
）
「
ボ
イ
ラ
・
熱
交
換

(25)

(25)

器
用
合
金
鋼
鋼
管
」

器
用
合
金
鋼
鋼
管
」

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
六
三
（
二
〇
〇
六
）
「
ボ
イ
ラ
・
熱
交
換

日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
四
六
三
（
一
九
九
四
）
「
ボ
イ
ラ
・
熱
交
換

(26)

(26)

器
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
鋼
管
」

器
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
管
」

日
本
工
業
規
格
Ｇ
四
〇
五
一
（
二
〇
〇
九
）
「
機
械
構
造
用
炭
素

日
本
工
業
規
格
Ｇ
四
〇
五
一
（
一
九
七
九
）
「
機
械
構
造
用
炭
素

(27)

(27)

鋼
鋼
材
」

鋼
鋼
材
」

日
本
工
業
規
格
Ｇ
四
三
〇
三
（
二
〇
〇
五
）
「
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
棒

日
本
工
業
規
格
Ｇ
四
三
〇
三
（
一
九
九
八
）
「
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
棒

(28)

(28)

」

」

日
本
工
業
規
格
Ｇ
四
三
〇
四
（
二
〇
一
〇
）
「
熱
間
圧
延
ス
テ
ン

日
本
工
業
規
格
Ｇ
四
三
〇
四
（
一
九
九
九
）
「
熱
間
圧
延
ス
テ
ン

(29)

(29)

レ
ス
鋼
板
及
び
鋼
帯
」

レ
ス
鋼
板
及
び
鋼
帯
」

日
本
工
業
規
格
Ｇ
四
三
〇
五
（
二
〇
一
〇
）
「
冷
間
圧
延
ス
テ
ン

日
本
工
業
規
格
Ｇ
四
三
〇
五
（
一
九
九
九
）
「
冷
間
圧
延
ス
テ
ン

(30)

(30)

レ
ス
鋼
板
及
び
鋼
帯
」

レ
ス
鋼
板
及
び
鋼
帯
」

～

（
略
）

～

（
略
）

(31)

(34)

(31)

(34)

日
本
工
業
規
格
Ｇ
五
一
二
一
（
二
〇
〇
三
）
「
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
鋳

日
本
工
業
規
格
Ｇ
五
一
二
一
（
一
九
九
一
）
「
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
鋳

(35)

(35)

鋼
品
」

鋼
品
」

日
本
工
業
規
格
Ｇ
五
一
二
二
（
二
〇
〇
三
）
「
耐
熱
鋼
及
び
耐
熱

日
本
工
業
規
格
Ｇ
五
一
二
二
（
一
九
九
一
）
「
耐
熱
鋼
鋳
鋼
品
」

(36)

(36)

合
金
鋳
造
品
」

日
本
工
業
規
格
Ｇ
五
一
三
一
（
二
〇
〇
八
）
「
高
マ
ン
ガ
ン
鋼
鋳

日
本
工
業
規
格
Ｇ
五
一
三
一
（
一
九
九
一
）
「
高
マ
ン
ガ
ン
鋼
鋳

(37)

(37)

鋼
品
」

鋼
品
」

・

（
略
）

・

（
略
）

(38)

(39)

(38)

(39)

日
本
工
業
規
格
Ｇ
五
五
〇
二
（
二
〇
〇
一
）
「
球
状
黒
鉛
鋳
鉄
品

日
本
工
業
規
格
Ｇ
五
五
〇
二
（
一
九
九
五
）
「
球
状
黒
鉛
鋳
鉄
品

(40)

(40)
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」

」

～

（
略
）

～

（
略
）

(41)

(43)

(41)

(43)

日
本
工
業
規
格
Ｈ
三
一
〇
〇
（
二
〇
〇
六
）
「
銅
及
び
銅
合
金
の

日
本
工
業
規
格
Ｈ
三
一
〇
〇
（
二
〇
〇
〇
）
「
銅
及
び
銅
合
金
の

(44)

(44)

板
並
び
に
条
」

板
及
び
条
」

日
本
工
業
規
格
Ｈ
三
二
五
〇
（
二
〇
一
〇
）
「
銅
及
び
銅
合
金
の

日
本
工
業
規
格
Ｈ
三
二
五
〇
（
二
〇
〇
〇
）
「
銅
及
び
銅
合
金
棒

(45)

(45)

棒
」

」

日
本
工
業
規
格
Ｈ
三
三
〇
〇
（
二
〇
〇
九
）
「
銅
及
び
銅
合
金
の

日
本
工
業
規
格
Ｈ
三
三
〇
〇
（
一
九
九
七
）
「
銅
及
び
銅
合
金
継

(46)

(46)

継
目
無
管
」

目
無
管
」

日
本
工
業
規
格
Ｈ
四
三
一
一
（
二
〇
〇
六
）
「
一
般
工
業
用
鉛
及

日
本
工
業
規
格
Ｈ
四
三
一
一
（
一
九
九
三
）
「
一
般
工
業
用
鉛
及

(47)

(47)

び
鉛
合
金
管
」

び
鉛
合
金
管
」

（
略
）

（
略
）

(48)

(48)

日
本
工
業
規
格
Ｈ
五
一
二
〇
（
二
〇
〇
九
）
「
銅
及
び
銅
合
金
鋳

日
本
工
業
規
格
Ｈ
五
一
二
〇
（
一
九
九
七
）
「
銅
及
び
銅
合
金
鋳

(49)

(49)

物
」

物
」

日
本
工
業
規
格
Ｈ
五
一
二
一
（
二
〇
〇
九
）
「
銅
合
金
連
続
鋳
造

日
本
工
業
規
格
Ｈ
五
一
二
一
（
一
九
九
七
）
「
銅
合
金
連
続
鋳
造

(50)

(50)

鋳
物
」

鋳
物
」

日
本
工
業
規
格
Ｈ
五
二
〇
二
（
二
〇
一
〇
）
「
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合

日
本
工
業
規
格
Ｈ
五
二
〇
二
（
一
九
九
九
）
「
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合

(51)

(51)

金
鋳
物
」

金
鋳
物
」

日
本
工
業
規
格
Ｈ
五
三
〇
二
（
二
〇
〇
六
）
「
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合

日
本
工
業
規
格
Ｈ
五
三
〇
二
（
二
〇
〇
〇
）
「
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合

(52)

(52)

金
ダ
イ
カ
ス
ト
」

金
ダ
イ
カ
ス
ト
」

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

ハ

ガ
ス
栓
及
び
燃
焼
器
と
の
接
続
部
の
フ
ラ
ン
ジ
は
、
次
の
各
号
に
掲

ハ

ガ
ス
栓
及
び
燃
焼
器
と
の
接
続
部
の
フ
ラ
ン
ジ
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

げ
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

・

（
略
）

・

（
略
）

(1)

(2)

(1)

(2)

日
本
工
業
規
格
Ｂ
八
六
〇
二
（
二
〇
〇
二
）
「
冷
媒
用
管
フ
ラ
ン

日
本
工
業
規
格
Ｂ
八
六
〇
二
（
一
九
九
九
）
「
冷
媒
用
管
フ
ラ
ン

(3)

(3)

ジ
」

ジ
」

二

金
属
可
と
う
管
の
材
料
及
び
構
造

二

金
属
可
と
う
管
の
材
料
及
び
構
造

材
料
及
び
構
造
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｓ
二
一
四
五
（
二
〇
〇
九
）
「
ガ

イ

材
料
及
び
構
造
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｓ
二
一
四
五
（
一
九
九
一
）
「

ス
用
金
属
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
ホ
ー
ス
」
の
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ

ガ
ス
用
金
属
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
ホ
ー
ス
」
の
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
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と
。

る
こ
と
。

ロ

迅
速
継
手
を
施
す
継
手
部
分
に
用
い
る
材
料
及
び
構
造
は
、
イ
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
継
手
部
分
に
お
い
て
、
日
本
工
業
規
格
Ｓ
二

一
三
五
（
一
九
九
一
）
「
ガ
ス
機
器
用
迅
速
継
手
」
の
規
格
を
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
ゴ
ム
管
」
及
び
「
強
化
ガ
ス
ホ
ー
ス
」

と
あ
る
の
は
「
金
属
可
と
う
管
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

三

両
端
に
迅
速
継
手
の
付
い
た
ゴ
ム
管
の
材
料
及
び
構
造

三

両
端
に
迅
速
継
手
の
付
い
た
ゴ
ム
管
の
材
料
及
び
構
造

イ

ゴ
ム
管
部
分
は
、
次
の

及
び

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で

イ

ゴ
ム
管
部
分
は
、
次
の

及
び

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で

(1)

(2)

(1)

(2)

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

日
本
工
業
規
格
Ｋ
六
三
四
八
（
二
〇
一
一
）
「
ガ
ス
用
ゴ
ム
管
」

日
本
工
業
規
格

Ｋ
六
三
四
八
（
一
九
九
六
）
「
ガ
ス
用
ゴ
ム
管

(1)

(1)

の
規
格
に
適
合
す
る
こ
と
。

」
の
規
格
に
適
合
す
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

(2)

(2)

ロ

継
手
部
分
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｓ
二
一
三
五
（
二
〇
一
三
）
「
ガ
ス

ロ

継
手
部
分
の
材
料
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｓ
二
一
三
五
（
一
九
九
一
）

機
器
用
迅
速
継
手
」
の
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

「
ガ
ス
機
器
用
迅
速
継
手
」
の
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
削
除
）

ハ

継
手
部
分
の
構
造
は
、
次
の

及
び

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も

(1)

(2)

の
で
あ
る
こ
と
。

日
本
工
業
規
格
Ｓ
二
一
三
五
（
一
九
九
一
）
「
ガ
ス
機
器
用
迅
速

(1)
継
手
」
の
規
格
に
適
合
す
る
こ
と
。

燃
焼
器
の
ガ
ス
接
続
口
が
ゴ
ム
管
口
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、

の

(2)

(1)

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
抜
け
防
止
機
能
を
有
す
る
継
手
を
用
い
て
ゴ

ム
管
口
に
接
続
で
き
る
こ
と
。

四

ガ
ス
コ
ー
ド
の
材
料
及
び
構
造

（
新
設
）

材
料
及
び
構
造
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｓ
二
一
四
六
（
二
〇
一
三
）
「
ガ

ス
コ
ー
ド
」
の
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

強
化
ガ
ス
ホ
ー
ス
の
材
料
及
び
構
造

四

強
化
ガ
ス
ホ
ー
ス
の
材
料
及
び
構
造

イ

ホ
ー
ス
部
分
の
材
料
及
び
構
造
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｋ
六
三
五
一
（

イ

ホ
ー
ス
部
分
の
材
料
及
び
構
造
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｋ
六
三
五
一
（

二
〇
一
一
）
「
ガ
ス
用
強
化
ゴ
ム
ホ
ー
ス
及
び
ホ
ー
ス
ア
セ
ン
ブ
リ
」

一
九
九
九
）
「
ガ
ス
用
強
化
ゴ
ム
ホ
ー
ス
」
の
規
格
に
適
合
す
る
も
の

の
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。
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ロ

継
手
を
用
い
て
接
続
す
る
も
の
の
継
手
部
分
の
材
料
及
び
構
造
は
、

ロ

継
手
を
用
い
て
接
続
す
る
も
の
の
継
手
部
分
の
材
料
及
び
構
造
は
、

次
の

又
は

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

次
の

又
は

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(1)

(2)

(1)

(2)

ね
じ
を
施
す
継
手
部
分
に
用
い
る
材
料
及
び
構
造
は
、
日
本
工
業

ね
じ
を
施
す
継
手
部
分
に
用
い
る
材
料
及
び
構
造
は
、
日
本
工
業

(1)

(1)

規
格
Ｋ
六
三
五
一
（
二
〇
一
一
）
「
ガ
ス
用
強
化
ゴ
ム
ホ
ー
ス
及
び

規
格
Ｓ
二
一
四
四
（
一
九
九
一
）
「
ガ
ス
用
強
化
ゴ
ム
ホ
ー
ス
ア
セ

ホ
ー
ス
ア
セ
ン
ブ
リ
」
の
規
格
に
適
合
す
る
こ
と
。

ン
ブ
リ
」
の
規
格
に
適
合
す
る
こ
と
。

迅
速
継
手
を
施
す
継
手
部
分
に
用
い
る
材
料
及
び
構
造
は
、
日
本

迅
速
継
手
を
施
す
継
手
部
分
に
用
い
る
材
料
及
び
構
造
は
、
日
本

(2)

(2)

工
業
規
格
Ｓ
二
一
三
五
（
二
〇
一
三
）
「
ガ
ス
機
器
用
迅
速
継
手
」

工
業
規
格
Ｓ
二
一
三
五
（
一
九
九
一
）
「
ガ
ス
機
器
用
迅
速
継
手
」

の
規
格
に
適
合
す
る
こ
と
。

の
規
格
に
適
合
す
る
こ
と
。

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

第
二
条

ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
第
百
八
条
第
九
号
の
告
示
で
定
め
る
方
法
は

第
二
条

ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
第
百
八
条
第
九
号
の
告
示
で
定
め
る
方
法
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

移
動
式
燃
焼
器
（
強
制
給
排
気
式
ス
ト
ー
ブ
を
含
む
。
）
は
、
次
の
イ

一

移
動
式
燃
焼
器
（
強
制
給
排
気
式
ス
ト
ー
ブ
を
含
む
。
）
は
、
次
の
イ

、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
又
は
ヘ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ガ
ス
栓
と
接
続
さ

、
ロ
、
ハ
、
ニ
又
は
ホ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ガ
ス
栓
と
接
続
さ
れ
て

れ
て
い
る
こ
と
。

い
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

ガ
ス
栓
と
燃
焼
器
を
金
属
可
と
う
管
を
用
い
て
接
続
す
る
と
き
は
、

ロ

ガ
ス
栓
と
燃
焼
器
を
金
属
可
と
う
管
を
用
い
て
接
続
す
る
と
き
は
、

金
属
可
と
う
管
と
ガ
ス
栓
の
端
部
及
び
燃
焼
器
の
ガ
ス
の
取
入
部
と
は

金
属
可
と
う
管
と
ガ
ス
栓
の
端
部
及
び
燃
焼
器
の
ガ
ス
の
取
入
部
と
は

、
ね
じ
に
よ
り
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

、
ね
じ
又
は
迅
速
継
手
に
よ
り
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

ガ
ス
栓
と
燃
焼
器
を
両
端
に
迅
速
継
手
の
付
い
た
ゴ
ム
管
を
用
い
て

ハ

ガ
ス
栓
と
燃
焼
器
を
両
端
に
迅
速
継
手
の
付
い
た
ゴ
ム
管
を
用
い
て

接
続
す
る
と
き
は
、
両
端
に
迅
速
継
手
の
付
い
た
ゴ
ム
管
と
ガ
ス
栓
の

接
続
す
る
と
き
は
、
両
端
に
迅
速
継
手
の
付
い
た
ゴ
ム
管
と
ガ
ス
栓
の

端
部
及
び
燃
焼
器
の
ガ
ス
の
取
入
部
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
状
に
応
じ

端
部
及
び
燃
焼
器
の
ガ
ス
の
取
入
部
と
は
、
迅
速
継
手
に
よ
り
接
続
さ

た
適
切
な
迅
速
継
手
に
よ
り
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

れ
て
い
る
こ
と
。

ニ

ガ
ス
栓
と
燃
焼
器
を
ガ
ス
コ
ー
ド
を
用
い
て
接
続
す
る
と
き
は
、
ガ

（
新
設
）

ス
コ
ー
ド
と
ガ
ス
栓
の
端
部
及
び
燃
焼
器
の
ガ
ス
の
取
入
部
と
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
形
状
に
応
じ
た
適
切
な
迅
速
継
手
に
よ
り
接
続
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

ホ

ガ
ス
栓
と
燃
焼
器
を
強
化
ガ
ス
ホ
ー
ス
を
用
い
て
接
続
す
る
と
き
は

ニ

ガ
ス
栓
と
燃
焼
器
を
強
化
ガ
ス
ホ
ー
ス
を
用
い
て
接
続
す
る
と
き
は

、
強
化
ガ
ス
ホ
ー
ス
と
ガ
ス
栓
の
端
部
及
び
燃
焼
器
の
ガ
ス
の
取
入
部

、
強
化
ガ
ス
ホ
ー
ス
と
ガ
ス
栓
の
端
部
又
は
燃
焼
器
の
ガ
ス
の
取
入
部
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と
は
、
ね
じ
、
抜
け
防
止
金
具
又
は
そ
れ
ぞ
れ
の
形
状
に
応
じ
た
適
切

と
は
、
ね
じ
、
抜
け
防
止
金
具
又
は
迅
速
継
手
に
よ
り
接
続
さ
れ
て
い

な
迅
速
継
手
に
よ
り
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

る
こ
と
。

ヘ

ガ
ス
栓
と
燃
焼
器
を
直
接
接
続
す
る
と
き
は
、
ガ
ス
栓
の
端
部
と
燃

ホ

ガ
ス
栓
と
燃
焼
器
を
直
接
接
続
す
る
と
き
は
、
ガ
ス
栓
の
端
部
と
燃

焼
器
の
ガ
ス
の
取
入
部
と
は
、
ね
じ
に
よ
り
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

焼
器
の
ガ
ス
の
取
入
部
と
は
、
ね
じ
に
よ
り
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
燃
焼
器
以
外
の
燃
焼
器
は
、
次
の
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
又

二

前
号
に
掲
げ
る
燃
焼
器
以
外
の
燃
焼
器
は
、
次
の
イ
、
ロ
、
ハ
又
は
ニ

は
ホ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ガ
ス
栓
と
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ガ
ス
栓
と
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

ガ
ス
栓
と
燃
焼
器
を
ガ
ス
コ
ー
ド
を
用
い
て
接
続
す
る
と
き
は
、

（
新
設
）

前
号
ニ
の
規
定
を
準
用
す
る
。

ニ

ガ
ス
栓
と
燃
焼
器
を
強
化
ガ
ス
ホ
ー
ス
を
用
い
て
接
続
す
る
と
き
は

ハ

ガ
ス
栓
と
燃
焼
器
を
強
化
ガ
ス
ホ
ー
ス
を
用
い
て
接
続
す
る
と
き
は

、
前
号
ホ
の
規
定
を
準
用
す
る
。

、
前
号
ニ
の
規
定
を
準
用
す
る
。

ホ

ガ
ス
栓
と
燃
焼
器
を
直
接
接
続
す
る
と
き
は
、
前
号
ヘ
の
規
定
を
準

ニ

ガ
ス
栓
と
燃
焼
器
を
直
接
接
続
す
る
と
き
は
、
前
号
ホ
の
規
定
を
準

用
す
る
。

用
す
る
。


